
東 北 学 院震 災 復 興 対 策 委 員 会(第3回)次 第

日時:平 成23年4月13日(水)常 務理事会終了後

場所:土 樋キャンパス1号 館6階 会議室

委員:平 河内理事長(委 員長)・ 星宮学院長(副 委員長)宮 城総務担当常任理事(17名)

関谷財務担当常任理事 ・柴田人事担当常任理事 ・高橋法人事務局長 ・斎藤学務担当副学長

高木法学部長 ・永井中学校 ・高等学校長 ・久能榴ケ岡高等学校長 ・日野総務部長 ・高橋財

務部長 ・佐々木施設部長 ・佐藤庶務部長 ・斎藤庶務課長 ・若生人事課長 ・駒板財務課長

陪席:那 須監事

黙祷 委員長 平河内 健治

協 議 事 項

1、 前 回 議 事 録 確 認

2、 東 日本 大 震 災 に伴 う東 北 学 院 生活 資 金 貸 付 規 程 ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …1p～2p

様 式1生 活 資 金 借 用 申請 書(東 日本 大 震 災)・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …3p

様 式1-2生 活 資 金借 用 申請 書 に係 わ る調 書(東 日本 大 震 災)・ ・ ・ ・ …4p

様 式2借 用 証 書 及 び 委任 状 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …5p

参 考:所 得 税 基 本 通 達 ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ …6p～7p

3、 東 日本 大 震 災 被 災 学 生 に対 す る救 済 措 置 に 関す る規 程(案)・ ・ ・ ・ ・ …8p

4、 東 日本 大 震 災 に よ る東 北 学 院 大学 各 キ ャ ンパ ス礼 拝 堂 の パイ プ オル ガ ン修 繕 内訳 表 ・9p

(以下 の項 目については、4月13日(水)開 催の第31回 常務理事会承認事 項)

5、 施設 ・設備復 旧工事工程予定表(校 外施設 ・運動場被害状況等)4113常 務 理事会資料参照

6、 授業 開始 に伴 う交通手段 について(仙 石線:塩 釜以東、大学 、中学校 ・高等学校)



第2回 東北学院震災復興対策委員会議事録

日 時:平 成23年4月6日(水)13:00～14:47

場 所:1号 館6階 会議室

出席委員:平 河内健治 星宮 望 宮城光信 関谷 登 柴田良孝 齋藤 誠 高木龍一郎

久能隆博 永井英司 高橋清昭、佐藤範明 高橋秀悦 日野 哲 佐々木文彦

斎藤英夫 若生克義 駒板高明 以上17名

協議事項

1.前 回議事録確認 委員会終了時までに確認いただき、承認 された。

2.3月11日(金)地 震の名称 「東 日本大震災」 に統一する。

説 明:佐 藤庶務部長4月1日 の政府持 ち回 り閣議にお いて今回の大地震 を 「東 日本大震災」

と呼ぶ ことを決定 したことに伴 い、本院 にお いて も政府 の決定にあわせ、「東 日本大震災」

と呼ぶ ことについて報告了承された。

3.東 日本大震災に伴 う施設 ・設備復旧協力業者一覧

説 明:佐 々木施設部長 別紙資料に基づき施設 ・設備復旧工事協力業者 について説明があり

了承 された。

4.施 設 ・設備復旧工事工程予定表(中 学校 ・高等学校、幼稚園を除く)

説明:佐 々木施設部長 別紙資料 に基づき、大学3キ ャンパス及び榴ケ岡高等学校における

復 旧工事工程について説明が あり了承された。

なお、①土樋の総合研究棟、多賀城礼拝堂、基礎教育セ ンター、泉礼拝堂パイプオル ガン、

泉体 育館及び泉2号 館高架水槽についての工事 日程がないが、次回以降早めに追加資料と

して提出す ること ② 資金計画等 のため工事の概算金額が分か り次第提出する こといっ

た要望が出された。

なお、榴ケ岡高等学校か ら、大学への体育館の使用についての協力の申 し出があ り、大学

か らは、中学校 ・高等学校 も含めた、協力要請が あった。

5.組 合等 に対する提示

① 「合意書」の解約について

説明:柴 田人事担当常任理事 大学教職員組合 に対 し、出勤 ・退出時刻及び週休二 日制に

係 る 「合意書」につ いて、復旧の見通 しが立った ことか ら、4月25日(月)よ り通常勤

務、4週6休 制は4月30日 か らとするよ う「合意書」の解約 を申し入れることについて

説明があ り承認された。なお、本 日付で大学教職員組合に申し入れを行 う。

② 「休 日の変更」について

説明:柴 田人事担当常任理事 新入生のオ リエンテー ションを4月27日 か ら30日 に実施

した く、休 日である4月29日(金)「 昭和の 日」を出勤 日とし、5月2日 をその振替 日

とする 「休 日の変更」について大学教職員組合へ提示す るとの説明があ り承認された。な

お、本 日付で大学教職員組合に提示す る。

③ 「学会出張に係 る旅費等」 につ いて

説明:柴 田人事担当常任理事 別紙資料のとお り 「東 日本大震災か ら復興に向けた基本方

針」及び東 日本大震災に伴 う 「平成23年 度予算執行に関する基本方針」をもとに、学

会 出張 に係 る旅費等の取 り扱 いについて大学教職員組合 にお知 らせすることにつ いて

説明があ り承認された。
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④ 「東 日本大震災」に伴 う教職員 の手当等の取 り扱 いにつ いて

説明:柴 田人事担 当常任理事 別紙資料のとお り、中学校 ・高等学校長 にあて、震災 に伴

い、帰宅不能 となった生徒 の保護業務に従事 した教職員 の手当等の取扱いにつ いて通知

す ることにつ いて説明があ り承認された。

6.東 日本大震災に伴う東北学院特別住宅資金貸付規程(案)

説明:佐 藤庶務部長 別紙資料のとお り、東日本大震災に伴い住居が全壊及び半壊した教

職員に対し500万 円を上限に無利子で貸付る制度の新設についての説明があり承認さ

れた。

7.授 業開始に伴 う交通手段について(仙 石線:塩 釜以東)

説明:齋 藤学務担 当副学長 別紙資料 のとお り石巻 と東北学院との間のバスの運行につい

て計画を進める ことの説明があ り承認された。なお、今後 、中学校 ・高等学校、榴 ケ岡

高等学校 も含 めた話合いを持ちなが ら進めることとした。

8.榴 ケ岡高等学校における東日本大震災に向けた基本方針

説明:久 能榴ケ岡高等学校長 別紙資料のとおり、榴ケ岡高等学校における東日本大震災

に向けた基本方針の説明があり承認された。

9.東 北学院復興支援金の募集 について

説明:高 橋財務部長 別紙資料 のとお り、東北学院復興支援金の募集についてホームペー

ジに掲載することにつ いて説明があ り承認 された。なお、海外向けは国際交流課にて既

にホームページに掲載済である。

10.東 北学院大学職員の学生指導に係わる支出並びに学生への補助金支出に関する取扱い基準

説明:高 橋財務部長 別紙資料の取扱基準に沿って弔慰金等を支出するが、行方不明の場

合には当面支出を控え、詳細は学生課を中心に検討を加えることで承認された。

※その他 ①大学における新 しい学務 日程等 について別紙資料のとお り報告がなされた。

なお、本資料は本 日大学の全教職員に配付する。

②大学にお ける教科書販売については、学生課 、教務課、施設課、総務課 と生協に

て協議の うえ進めることが了承された。
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東日本大震災に伴う東北学院生活資金貸付規程 平成23年4月13日 制定

(目的)

第1条 この規 程は、東 日本 大震災 によ り居住す る家屋 が全壊 または半壊 した専任 の職員 に

対 し、生活 に必要な資金の貸付 につ いて定め る。

(貸付の資格)

第2条 貸付 を受 けることのできる者 は、返済 の見込み が確実である専任 の職員 とす る。

(貸付額)

第3条 貸付額 は 申請時 における東北学 院退職手 当支給規 程によ り算出された額 の1.2倍 以

内 と し、そ の限度額は500万 円 とす る。ただ し、貸付額は10万 円単位 とす る。

(利息)

第4条 貸付 は、無利子 とす る。

(返済方法)

第5条 貸付 金の返済方法は次の各号による。

(1)返 済 は貸付 を受 けた月の13か 月後か らとす る。

(2)貸 付 金 の返済 は貸付金額及 び貸付期 間 に応 じ毎月の給与か ら又 は毎 月の給与及 び6

月期 ・12月 期期 末手 当か らの併用のいず れか によ る。ただ し、6月 期 ・12月 期期末手当

による返 済 の総額 は貸付額の2分 の1以 内 と し、10万 円単位 とする。

(3)返 済期 間 は、次 のとお りとす る。

貸付金額 返済期間

100万 円まで 3年 以内

200万 円まで 6年 以内

300万 円まで 9年 以内

400万 円まで 12年 以内

500万 円 まで 15年 以内

2貸 付金の返済が終了しないうちに貸付を受けた者が退職又は死亡したときは未返済金を

退職手当から控除する。

(申請手続)

第6条 貸付 を受けようとする者は所定の申請書(様 式1)に 必要事項を記入のうえ、全壊

又は半壊を証明できる市町村長による 「罹災証明書」を添付し、庶務部庶務課(以 下 「庶

務課」という。)に 提出するものとする。

2申 請書の提 出期限は、当分の間、毎月の末日とする。

(借用証書)

第7条 貸付 を受ける者は借用証書及び委任状(様 式2)を 庶務課に提出し、貸付金を受領

するものとする。

(保証人)

第8条 保証人は成人に達 した3親 等以内の血族 ・2親等以内の姻族又は5年 以上在職の専

任職員か ら1名 とする。

1
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2保 証人が死亡又は退職 した ときは遅滞なく新たに保証人を定めて届出なければならない。

(貸付の取消)

第9条 貸付を受けた者が故意に申請書記載事項のとおり実施しない場合は貸付を取り消す。

(規程の改廃)

第10条 この規程の改廃は、理事会が行 う。

附則 この規程は、平成23年4月13日 から施行する。

2
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様式1(第6条 関係)

生活資金借用申請書(東 日本大震災)

借用申請者

所属 生年

月日

昭和 ・平成

年 月 日 生

(満 才)氏名

申請者就職年月日 昭和・平成 年 月 日 勤続1年数 年

申請時の俸給額 円 ※予想退職手当額 円
一

借用申請額 万円 借用希望年月日 平成 年 月 日 頃

借用申請理由 家屋の(全 壊 半壊)に 伴 う生活資金 として

返済方法

(いずれかを

○で囲む)

1毎 月 の 給 与

2毎 月の給与及び夏期手当 ・冬期手当併用

(返済回数)

回払

1回 当 りの返済額 毎 月 円 及び6月 ・12月 円

上記の金額を東日本大震災に伴う東北学院生活資金貸付規程にもとづき借用いたしたく保証人

連署のうえ申請します。

平成 年 月 日

学校法人 東北学院

理事長 平河内 健 治 殿

申

請

者

住 所 T TEL

(ふりがな)

氏名 印

保

証

人

住 所 T TEL

氏名

生年月日 昭和 年 月 日 生

印

続柄

(親 族の方のみ記入)

勤務先

勤続年数 年
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4

様式1-2

生活資金借用申請書に係わる調書(東日本大震災)

1.借 用 申請者名 印

2
.

被
災
前
の
住
居
等

申請者の住宅事情 自己所有(土 地 ・建物)・ 借家 ・借間 ・ 借地

所 在 地

土 地 zm

建 物 造 階建 室

登記名義人

ま た は

所 有 者 名

土 地

建 物

3.家 族の構成

氏 名 続柄 年齢 職 業 氏 名 続柄 年齢 職 業

本人

(注)2及 び6欄 は当該記号 ・項 目を○印で囲んで ください。
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様式2(第7条 関係)

借 用 証 書 及 び 委 任 状

金 円也

上記の金額正に借用いたしました。

ついては、東日本大震災に伴 う東北学院生活資金貸付規程の各条項を堅く履行

し返済の責に任じます。

なお、私(借 受人)は 東北学院生活資金貸付規程第5条 第2項 に規定されてい

る事項を承諾 し、その権限の一切を貸付者に委任します。

ここに、後 日のため保証人連署のうえ借用証書及び委任状を提出いたします。

平成 年 月 日

学校法人 東北学院

理事長 平河内 健 治 殿

(借受 人)

住所:

氏名: 印

(保証 人)

住所:

氏 名: 印
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お
け
る
借
入
金
の
平

均
調
達
金
利

(例
え
ぽ
、
当
該
使
用
者
が

貸
付
け
を
行

っ
た
日
の
前
年
中
又
は
前
事

業
年
度
中

に
お
け
る
借
入
金
の
平
均
残
高

に
占
め
る
当
該
前
年
中
又
は
前
事
業
年
度

中
に
支
払
う
べ
き
利
息
の
額
の
割
合
な
ど

合
理
的
に
計
算
さ
れ
た
利
率
を
い
う
。
)

な
ど
合
理
的
と
認
め
ら
れ
る
貸
付
利
率
を

定
め
、
こ
れ
に
よ
り
利
息
を
撒
し
て
い
る

場
合
に
生
じ
る
経
済
的
利
益

⇔

e
及
び
⇔

の
貸
付
金
以
外
の
貸
付
金
に

つ
き
受
け
る
経
済
的
利
益
で
、
そ

の
年

(使
用
者
が
事
業
年
度
を
有
す
る
法
人
で

あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
法
人
の
事
業
年

度
)
に
お
け
る
利
益
の
合
計
額
が
五
、
○

○
○
円

(使
用
者
が
事
業
年
度
を
有
す
る

法
人
で
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
事
業

年
度
が

一
年

に
満
た
な
い
と
き
は
、
五
、

○
○
○

円

に
そ
の
事
業
年
度
の

月
（
一

人
に
対
し
自
己
の
営
む
事
業

を
無
償
若
し
く
は
通
常

の
対
゜

な
い
対
価

で
提
供
し
、
又
は
㎞

使
用
人

の
福
利
厚
生
の
た
め

費
等
を
負
担
す
る
こ
と
に
よ

の
提
供
を
受
け
又
は
当
該
施

役
員
又
は
使
用
人
が
受
け
る

つ
い
て
は
、
当
該
経
済
的
利

く
多
額

で
あ
る
と
認
め
ら
れ

員
だ
け
を
対
象
と
し
て
供
与

除
き
、
課
税
し
な
く
て
差
し

(課
税
し
な
い
経
済
的
利
益
…

担
す
る
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

三
六
ー
三
〇

使
用
者
が
役
員

レ
ク
リ

エ
ー
シ
ョ
ソ
の
た
め

一
般
的

に
行
わ
れ
て
い
る
と

食
、
旅
行
、
演
芸
会
、
運
動

費
用
を
負
担
す

る
こ
と
に
よ

行
事

に
参
加
し
た
役
員
又
は

る
経
済
的
利
益

に
つ
い
て
は

当
該
行
事

に
参
加
し
な
か

っ

用
人

(使

用
者

の
業
務
の
泌

加
で
き
な
か

っ
た
者
を
除
～

の
参
加

に
代
え
て
金
銭
を
古

は
役
員
だ
け
を
対
象
と
し
で

用
を
負
担
す
る
場
合
を
除
鍵

て
差

し
支

え

な

い
。

(注
)

上
記
の
行
事

に
参

(使
用
者

の
業
務
の
、

加
で
き
な
か

っ
た
者

給
す
る
金
銭
に
つ
い
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東日本大震災被災学生に対する救済措置に関する規程(案)

第1条 東北学院大学 は、東 日本大震災被災地(災 害救助法適用地域に指定された地域)

出身で、被災 の大きい本学学生(平 成23年 度入学生 を含む)に 対 して臨時 に次 の救

済措置 をとる。

(1)主 た る家計維持者が死亡または行方不明にな った場合 には、当該年度の授業料 の全

額を免除する。

(2)主 た る家計維持者が所有す る自宅家屋が全壊 または流失 した場合は、授業料半期分

(1年 生は後期分、2年 生以上は前期分)を 免除する。

(3)主 たる家計維持者が所有す る自宅家屋が半壊 または津波により床上浸水 した場合は、

授業料半期(1年 生は後期分、2年 生以上は前期分)の50%を 減免する。

(4)主 たる家計維持者が、福島原子力発電所 の事故 に伴 う避難指示 または避難勧告等 に

よ り、所有す る自宅家屋を長期にわたって使用できない場合は、授業料半期(1年 生

は後期分、2年 生以上は前期分)の50%を 減免す る。

第2条 前条の対象となる者がすでに授業料を納入している場合は、地震被害特別奨学金

としてそれぞれの相当額を給付する。

第3条 東北学院大学は、平成24年 度入学試験において、東日本大震災被災地(災 害救

助法適用地域に指定された地域)出 身で、以下のいずれかに該当する被災がある受験生

については、入学検定料を全額免除する。

(1)主 たる家計維持者が死亡もしくは行方不明になった場合

(2)主 たる家計維持者が負傷し、長期加療が必要になった場合

(3)主 たる家計維持者が所有する自宅家屋が全壊または流失した場合

(4)半 壊、床上浸水または福島原子力発電所の事故に伴う避難指示もしくは避難勧告等

により、引き続き同家屋に居住することが困難と認められる場合

第4条 本規程 は平成23年4月1日 よ り施行 し、平成24年3月31日 に失効す る。
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お 知 ら せ

福島第一原子力発電所事故対応に係るモニタリング結果について

1測 定 日:平 成23年4月12日

2測 定 結果

(1)県 南東 部方 面

測 定装 置:モ ニ タ リングカー 単 位:μSv/h

測 定 地 点 測定時間 測定値

仙台市 東北電力本店ビル駐車場 9:45^-9:55 0.09

山元町 山元町役場付近 11:24^-11:34 0.22

丸森町 丸森町役場付近 12:49^-12:59 0.30

角田市 角田市役所付近 13:33^-13:43 0.26

亘理町 亘理消防署付近 14:16^-14:26 0.18

(2)県 南 西部 方面
測 定装置:サ ーベイ メー タ(地 上) 単 位:μSv/h

測 定 地 点 測定時間 測定値

七ヶ宿町 七ヶ宿町役場付近 11:02^-11:12 0.22

白石市 東北電力白石営業所 12:52^-13:02 0.26

大河原町 大河原町役場付近 13:34^-13:44 0.24

岩沼市 東北電力岩沼営業所 14:30^-14:40 0.13

名取市 名取市役所付近 15:08^-15:18 0.14



(3)仙 台市
測定装置:可 搬型モニタ リングポス ト
測定地点:宮 城県庁屋上(仙 台市青葉区)

単 位:μSv/h

(参考)過 去の範 囲

測定期間 平均値 最大値 最小値 (平成19年4月

～平成21年3月)

H23.4.1118:00 (保健環境セ ンター)
.... 0,079 0,084 0,077 0.0176^-0.0513

H23.4.1217:00

(4)そ の他

最 大値(0.30μSv/h)が10日 間継 続 して も屋 内退避 の基 準(10,000μSv)の
約135分 の1

※ ホ ー ム ペー ジURL:http://www.pref.miyagi.jp/gentai/Press/PressH230315.html




